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　無許可で墓を建設した場合は、墓地、埋葬法等に関する法律第 20 条により処罰されます。
　西原町で墓を建てる場合は、西原町長からの許可（西原町墓地等の経営の許可等に関する条例第 6条）
を受けなければなりません。
　
　

　沖縄県の墓制は、門中墓や家族墓に代表されるように独特の墳墓形態を持つとともに、個人で墓地を所有するなど、他県と
は歴史的、文化的背景が異なっています。本県に墓地埋葬法が適用された際も、法が十分に周知されず、許可を受けない個人
墓地の立地が至る所で進んできました。
　近年、人口や世帯の増加に伴い家族墓が急増し、墓地と住宅地が隣接するなど、住環境や衛生、景観、防犯といったさまざま
な問題が発生しています。これらの墓の中には、管理が十分行われていないお墓もあり、地域の環境を阻害する要因となってい
ます。

墓の建設（申請）は誰でも、どこにでもできるわけではなく、事前協議などが
必要となります。詳しくは担当部署への確認をお願いします。

 お問い合わせ　　総務部町民生活課　環境保全係　☎945-5018

お問い合わせ　　教育部教育総務課　☎945-3655

許可が必要です

新築、建替えともに許可が必要です。

【対象者】
① 西原町立学校に在籍する児童生徒
② 西原町内に住所を有する小中学生
③ 保護者とともに西原町内に住所を有する高校生

【要件】
① （公財）沖縄県体育協会またはその加盟団体（沖
縄県中学校体育連盟を含む）が主催する県大会に
おいて 3 位以内の成績を収め、主催団体から出場
権を得て県外大会等に出場する場合
② ①に該当し派遣された大会で 3 位以内の成績を収
め、主催団体から出場権を得て上位大会に出場す
る場合
③ 文化的活動については①、②に準拠して審査し、
教育長が適当と認めた場合

【補助交付回数】
１人１会計年度につき１回。ただし、要件②に該当
する場合は①と含めて２回まで補助する。

【補助金交付額】
（往復航空（船）賃（※1））＋宿泊費（※2）× 補助
割合（優勝 100％以内・準優勝 80％以内・３位
70％以内）
※1　利用可能で最も有利な割引料金等により算出した額
※2　大会に出場できる最少泊数

【補助限度額】
　国内　1人つき 5万円　国外　１人につき 10 万円

西原町児童生徒の県外派遣に関する補助金交付事業について
　西原町の児童生徒がスポーツや文化活動で活躍して県外大会に派遣される場合に、下記のとおり補
助金を交付します。交付を希望する方は、大会の10日前までに教育部教育総務課に申請してください。
（この事業は西原町人材育成会が行っていた事業を教育委員会の事業とし、一括交付金を利用して実施するものです）


